
●空き家所有者からのフロー

※売買、媒介、賃借、取り壊し…所有者に対して助言

※窓 口 の 場 合 →協力事業者登録簿（紙ベース）から所有者自らが選択

※HP「空き家情報館」の場合 →協力事業者登録簿（PDFデータ）から所有者自らが選択

更地に

①　【所有者】
窓口来庁、HP閲覧

②　【毛呂山町→所有者】
町内登録事業者について情報提供

　③【所有者】
業者を選択し、空き家の
運用方法等に関する相談

話がまとまらない、交渉不成立の場合
④　【所有者⇔登録事業者】

契約形態など、方向性が決まり話がまとまれば次のステップに

町外の事業者という選択も

⑤　【登録事業者】
市場へ流通

売買
媒介

（仲介）
所有

⑥　【登録事業者→毛呂山町】
ＨＰ「空き家情報館」への掲載も

売

　
　
　
　
別
事
業
者
の
選
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取壊し媒介(仲介) 賃借

※所有者（個人、登録事業者等）の同意が得られれば


